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基づく見直しを進める。

 Ⅱ　平成１９年度予算の概要
１．予算の重点化
　国際競争力の強化、地域の活性化・都市再生、国
民の安全・安心の確保、快適で豊かな国民生活の実
現といった当面する重点課題に対応するための事
業・施策を重点的に推進するとともに、各事業・施
策分野においても、その目的・成果に踏み込んでき
め細かく重点化し、限られた予算で最大限の効果の
発現を図る。
� 各事業分野で重点的に推進する事業

（金額は国費、（　）内は対前年度倍率）

・スーパー中枢港湾プロジェクトの推進
 ５２６億円（１.３７）
・羽田空港の再拡張・関連事業の推進
 ９８０億円（１.１０）
・三大都市圏環状道路の整備 ２,０８８億円（１.１７※）

（※平成１８年度供用区間を除く。）

・地域自立・活性化総合支援制度等の創設
 ３６０億円（皆増）
・新幹線鉄道の整備 ７０６億円（１.００）
・広域的な都市鉄道ネットワークの形成
 ５２億円（１.６３）
・まちづくり交付金の拡充 ２,４３０億円（１.０２）
・地域の広域アクセス強化のための総合道路戦略
 ３,０５９億円（１.１５）
・床上浸水・土石流被害等の緊急軽減対策
 １,９４８億円（１.１４）
・下水道による都市浸水対策の推進
 １,７３１億円（１.０４）
・防災公園の整備 ５１４億円（１.０３）
・ゼロメートル地帯等における緊急津波・高潮対策
 ２３８億円（１.１９）
・地域住宅交付金の拡充 １,８７０億円（１.２３）

� 重点課題への対応
※〔　〕内は国費、（　）内は対前年度倍率

　①国際競争力の強化
　○ア 物流インフラの戦略的・重点的整備
　
�国際物流に対応した道路網の戦略的な整備
 〔１,７８８億円（１.１１）〕
・国際標準コンテナ車が積み替えなく通行でき
る幹線道路ネットワークや拠点的な空港・港湾
とIC等を結ぶアクセス道路を戦略的に整備す
る。

 Ⅰ　平成１９年度予算のポイント
１．基本的考え方
　国際競争力の強化、地域の活性化・都市再生、国
民の安全・安心の確保、快適で豊かな国民生活の実
現等の課題に的確に対応していくため、重点化・効
率化を進めながら、必要な事業・施策を実施し、社会
資本の着実な整備や総合的な交通政策の推進を図る。

２．予算の規模
　　公共事業関係費　　５兆４,４２８億円（０.９７倍）
　　　　　〔経済成長戦略推進施策 １,０９０億円〕　　

　　　一般公共事業費　５兆３,８９３億円（０.９７倍）
　　　災害復旧等　　　　　   ５３４億円（１.００倍）
　　その他施設費　　　　　  ６０４億円（１.１６倍）
　　　　　〔経済成長戦略推進施策 ８億円〕　　

　行　政　経　費　　　　　５,５９３億円（０.９５倍）
　　　　　〔経済成長戦略推進施策 ３３億円〕　　

―――――――――――――――――――――――
　合　計　　　　　　　  ６兆６２６億円（０.９７倍）

�

　
　財政投融資　　　　　　３兆９,８０８億円（１.０９倍）
　　財投機関債発行予定額４兆６,９９５億円（１.１０倍）
　
� 予算の重点化
　国際競争力の強化、地域の活性化・都市再生、国
民の安全・安心の確保、快適で豊かな国民生活の実
現といった当面する重点課題に対応するための事
業・施策を重点的に推進するとともに、各事業・施
策分野においても、その目的・成果に踏み込んでき
め細かく重点化し、限られた予算で最大限の効果の
発現を図る。

� 成果重視の施策展開
　政策評価等の結果を踏まえ、コストの縮減を図り
つつ、ハードとソフトの連携、PFI手法の活用、ス
トックの計画的な修繕等の実施等により、成果目標
の達成に向けて効率的な施策展開を図る。

� 特別会計等の見直し
・所管特別会計について、公共事業関係５特別会計
を平成２０年度に統合し社会資本整備事業特別会計
とするとともに、自動車関係２特別会計を平成２０
年度に統合し自動車安全特別会計とする等の見直
しを行う。
・道路特定財源については、「道路特定財源の見直し
に関する具体策」（平成１８年１２月８日閣議決定）に

（注）各計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と

は合致しないものがある。
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・長期滞在型観光、文化観光、産業観光等の地域
独自の魅力を活かしたニューツーリズムの創
出と流通を促進するための市場形成の支援等
を行う。

�観光地の魅力を向上させるアクセスの改善・まち
づくりの推進　　　　　　　　〔３８１億円（皆増）〕

　バイパス道路の整備等により交通隘路を解消す
るなど観光地へのアクセスを改善するとともに、ま
ちの顔となる建造物等の保全活用を中心とした取
組みを支援し、良好な景観形成を進める制度を創設
するほか、日本風景街道の取組みを推進し、景観の
優れた観光まちづくりを進める。

　○エ 海洋権益の保全
　
�巡視船艇・航空機等の緊急整備 〔３９５億円（１.４１）〕
　老朽・旧式化が進んだ巡視船艇・航空機の刷新に
よる高性能化を図るため、緊急かつ計画的な整備を
行うとともに、巡視勢力の効率的・機動的な運用を
図るため、しょう戒情報等を一元的に集約し分析等
を行うシステムの構築等を推進する。

�大陸棚の限界画定のための調査 〔６７億円（１.００）〕
　国連海洋法条約に基づき、２００海里を超えて認め
られる我が国大陸棚の限界画定のため、内閣官房の
総合調整の下、関係省庁が一体となって、平成２１年
５月の国連への提出期限に向け、必要な調査を実施
する。

　②地域の活性化・都市再生
　○ア 地域の活力の強化
　
�地域自立・活性化総合支援制度等の創設
 〔３６０億円（皆増）〕
　民間と連携した地域の発意による広域的地域活
性化基盤整備計画（仮称）に基づくソフト・ハード
一体の総合的な支援制度（地域自立・活性化交付金、
地域自立・活性化事業推進費）を創設するとともに、
民間プロジェクトに対する地域自立・活性化支援出
資業務を創設する。

�新幹線鉄道の整備 〔７０６億円（１.００）〕
　国土の骨格となる高速交通機関を整備し、地域の
活性化や地域間の連携強化を促進するため、高速性、
大量性、安全、環境に優れた新幹線鉄道の整備を推
進する。

�弾力的な高速道路料金設定に関する社会実験
 〔３６０億円（３.１３）〕
　「道路特定財源の見直しに関する具体策（１８年１２
月８日閣議決定）」に基づき、２０年度以降、高速道
路料金引下げによる既存高速ネットワークの効率

・物流効率性向上のため、走りやすさ等道路の状
況に関する情報や車両位置情報等を物流事業
者に提供するシステムの構築、荷さばき駐車対
策を支援する。

�スーパー中枢港湾プロジェクトの推進
 〔５２６億円（１.３７）〕
　次世代高規格コンテナターミナルの整備を行う。
また、２４時間フルオープン支援施設、ゲート前の渋
滞緩和を図るための監視施設等の整備に対して支
援する。

�東アジア物流の準国内化への対応
 〔２４１億円（１.１２）〕
　急増する東アジア域内物流に対応したシームレ
スな物流圏の構築を図るため、アジアのゲートウェ
イとなる港湾において、コンテナ船等の貨物輸送に
対応した国際ユニットロードターミナルの整備や
小口貨物積替円滑化支援施設の整備等を促進する
とともに、地域ブロックにおける「国際物流戦略チ
ーム」を支援する。また、対東アジア貨物の増大に
対応した九州向け鉄道貨物の輸送力の増強を行う。

　○イ 都市機能の強化に向けた都市基盤の整備
　
�羽田空港の再拡張・関連事業の推進
 〔９８０億円（１.１０）〕
　国内航空ネットワークの基幹空港としての機能
強化及び国際競争力強化のため、羽田空港の再拡張
及びその関連事業を着実に推進する。

�三大都市圏環状道路の整備 〔２,０８８億円（１.１７※）〕
※平成１８年度供用区間を除く。

　通過交通等都心部に集中する交通の分散により、
交通の円滑化及び環境負荷の軽減を図り、都市機能
の強化を促す三大都市圏環状道路の整備を推進す
る。

　○ウ 観光立国の推進
　
�外国人観光客の訪日促進と魅力ある観光地・観光
産業の創出　　　　　　　　　〔４１億円（１.０２）〕
・新たな訪日旅行需要を創出するため、国際会議
等の誘致によるビジネス需要拡大や有望新興
市場の開拓に取り組むとともに、日中韓共同の
観光交流拡大策の展開等を官民一体で推進し、
ビジット・ジャパン・キャンペーンの高度化を
図る。

・観光ルネサンス事業を拡充し、地域に根付く産
業等を活かした観光サービスの起業等や外客
満足度向上事業を集中的に支援するとともに、
観光地域づくりを担う人材を地域へ橋渡しす
る観光地域プロデューサー事業を創設する。

平成１９年度建設関係予算の概要
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的活用・機能強化を図るため、料金引下げに伴う効
果等を把握する社会実験を行う。

�地域の広域アクセス強化のための総合道路戦略
 〔３,０５９億円（１.１５）〕
　地域経済、生活基盤の強化に向け、地域の核とな
る第三次医療施設へのアクセス道路の整備、スマー
トIC社会実験、料金施策（再掲）等を総合的、戦略
的に実施する。

�建設業の活力の回復 〔９億円（１.０４）〕
　地域の中小・中堅建設業の経営基盤の強化を促進
するため、公共施設の維持管理等新分野進出のため
の先導的取組みの普及等を支援するとともに、入札
契約制度の改革を通じて、公正な市場環境の整備を
図る。

　○イ 公共交通の活性化
　
�都市・地域における総合交通戦略の推進等
 〔６８５億円（１.０１）〕
・自治体や公共交通事業者等が参加する協議会
等によるハード・ソフト両面からなる総合的な
交通戦略に基づき、LRT・BRTの整備、交通結
節点の改善、駐車場整備等の取組みを総合的に
支援する制度を創設する。

・地域の関係者が、地域公共交通の活性化・再生
に関し、地域総合的に検討、合意した取組みに
国が総合的に支援を行う仕組みを構築すると
ともに、DMV等複数の事業形態に該当する新
たな輸送形態の導入促進のための環境整備を
行う。

・地方鉄道活性化のため、事業者と地域関係者等
による利便性向上等のための取組みに対して
支援する。

�広域的な都市鉄道ネットワークの形成
 〔５２億円（１.６３）〕
　都市鉄道の既存ストックを有効活用しつつ速達
性の向上を図るため、相鉄・JR直通線に加え、新た
に相鉄・東急直通線を整備するとともに、都市圏の
大規模ターミナルについて交通結節機能の高度化
のための施設整備を推進する。また、成田国際空港
と都心間の所要時間を大幅に短縮するアクセス鉄
道の整備を推進する。

　○ウ 良好な都市空間の創造
　
�民間都市開発の推進 〔１０億円（皆増）〕
　民間都市開発を通じた都市再生を推進するため、
国際的な魅力の創造、防災性の向上、基盤整備等に
資するものに対する無利子貸付け等を行うととも
に、地方都市において、業務・商業ビルのリニュー

アル等の民間都市開発事業にも出資を行うことと
するなど地域の実情に即して支援を強化する。

�密集市街地の緊急整備 〔９２億円（皆増）〕
・地震時等に大火の危険性の高い密集市街地を重
点的に整備するため、都市計画道路、防災公園
等の総合的な整備、生活道路等の整備と建築物
の建替えの一体的な促進、従前居住者の受け皿
となる住宅の整備等について支援を強化する。
・建築規制の合理化等を通じた自律的な密集市
街地の整備を進めるため、地権者組織等による
地区計画等の都市計画提案のための素案作成
を支援する。

　○エ にぎわいの創出
　
�まちづくり交付金の拡充 〔２,４３０億円（１.０２）〕
　地場産品の開発・展示、情報発信等のまちおこし
の中核となる施設の整備など地域の創意工夫を活
かした取組みに対して支援し、まちのにぎわいを創
出する。

�コミュニティによる活力あるまちづくりの推進
 〔１０億円（３.３３）〕
　住民参加による街並み保全や観光振興等の地域
の特色のあるまちづくりを推進するため、新たに、
市町村長の指定を受けたNPO法人等に対して支援
する。

　③国民の安全・安心の確保
　○ア 防災・減災対策の推進
　
�浸水被害対策の強化 〔９９２億円（１.１０）〕
　流域一体となった治水対策を推進するため、都道
府県に加え、市町村も土地利用状況等を考慮した二
線堤等の整備を行えるよう支援を拡充する。また、
都市の浸水被害を効率的に軽減するため、道路、公
園等との連携による下水道の雨水貯留浸透施設の
整備や河川と下水道の貯留機能施設のネットワー
ク化を推進する。

�地震・竜巻・豪雨等への早期対応・観測体制の強化
 〔１７億円（２.４３）〕
・地震時におけるエレベーターの閉じ込め等を防
ぐため、P波（初期微動）を感知し最寄階に停
止しドアを開放する装置の設置等を支援する
制度を創設する。
・地震・竜巻・豪雨等の観測・予報体制の強化を
図るため、老朽化した全国の震度計等の機能向
上や気象ドップラーレーダーの整備を行うと
ともに、大容量の気象観測データの処理等を可
能とする新たなシステムを整備する。

平成１９年度建設関係予算の概要
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�避難地・防災拠点・克雪体制の整備等
 〔４６７億円（１.０５）〕
・役場、警察署等地域の防災拠点を優先して土砂
災害から守り、地域全体の災害対応機能を確保
するため、急傾斜地崩壊対策を強化する。

・一時的な収容や水・食料の提供など帰宅困難者
対策を強化するため、防災公園等の貯水槽、備
蓄倉庫の整備等への支援を拡充する。

・地域における除雪の担い手不足や高齢化によ
る防災力の低下に対応するため、地域の克雪体
制整備等を支援するほか、流雪水路の設置など
下水道を活用した積雪対策の取組みを積極的
に推進する。

　○イ 公共交通の安全・安心対策の強化
　
�ヒューマンエラー等に起因する事故防止対策
 〔１７億円（１.３０）〕
　運輸安全マネジメント評価の高度化のためのシ
ステム構築等を行うとともに、航空安全情報を一元
的に管理・提供するシステムの整備や航空管制シス
テムの高度化、ヒューマンエラー事故防止のための
技術の研究・開発等の取組みを推進する。

�タクシーの安全性・質の向上　 〔２億円（１.２７）〕
・運転者登録制度の実施地域の拡大により、悪質
な運転者を排除しタクシーの安全と質の確保・
向上を図るため、新たに登録ネットワークシス
テムの整備等を行う。

・福祉輸送サービス等の提供促進を図るため、セ
ダン型車両の乗降介助や育児支援輸送に必要
な知識について運転者に対する教育体制を整
備する。また、共同配車センターにおける迅速・
的確な配車のための人材育成への支援の拡充
等を行う。

�交通機関におけるテロ・セキュリティ対策の推進
 〔４億円（１.３５）〕

　サイバーテロ等による鉄道、港湾、空港等に対す
る侵害に備えた演習の実施等による情報セキュリ
ティ対策の強化、陸上交通等のセキュリティ強化の
ための諸外国と連携した取組み、国連専門機関の策
定する「航空保安行動計画」等に対する支援、内航
フェリーターミナルにおける保安設備整備に対す
る支援等を推進する。

�踏切対策のスピードアップ　　〔５０２億円（１.０２）〕
　開かずの踏切等の対策を早期に実施するため、踏
切交通実態総点検を踏まえ、歩道拡幅や賢い踏切な
どの速効対策と連続立体交差事業などの抜本対策
を両輪として、緊急かつ重点的に推進する。また、
踏切保安設備の整備の促進を図る。

　○ウ 消費者から信頼される安全システムの構築
　
�住宅の生産・供給システムにおける信頼確保
 〔２１億円（皆増）〕

　住宅購入者等の保護のため、新築住宅の売主等の
瑕疵担保責任が確実に履行されるよう売主等への
保険や供託の仕組みを活用した資力確保の義務付
けに対応して瑕疵担保責任の履行を保証する仕組
みを支える基金を拡充する。また、国民が登録され
た情報を閲覧できる建築士事務所等のデータベー
スを整備する。

　④快適で豊かな国民生活の実現
　○ア 少子化・高齢化等への対応
　
�安心して子育てができる都市環境の形成・居住支
援の充実（巣づくり支援） 〔２,０１１億円（１.２１）〕
・子育て世帯、高齢者等に重点をおいた、民間等
による優良な賃貸住宅供給や家賃の低廉化を
支援する地域優良賃貸住宅制度を創設すると
ともに、子育て世帯、高齢者等の入居を受け入
れることとする民間賃貸住宅の情報提供等の
支援を拡充する。また、緑豊かで安心して子育
てができる快適な都市環境を形成するため、効
率的な都市公園の確保や緑地の整備を支援す
る。
・子育て世代の社会参加を容易にするため、まち
づくり交付金により乳幼児の一時預かり等の
拠点となる施設（子育て世代活動支援センタ
ー）の整備を支援する。

�総合的なバリアフリー施策の推進
 〔２,５２５億円（１.００）〕
　公共交通機関、まちづくりにおけるバリアフリー
化を推進するとともに、新法の制定を踏まえた段階
的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）を図るた
め、バリアフリーを巡る紛争解決に係る知識・情報
の共有システムの創設等を行う。

　○イ 地球環境対策等の推進
　
�都市・住宅分野におけるCO2削減の推進
 〔２億円（皆増）〕
　住宅等の省エネ性能の向上及び都市におけるエ
ネルギー消費効率のさらなる高度化を実現するた
め、住宅と設備の総合的な省エネ評価方法の開発等
を行うとともに、官庁施設において新たなエネルギ
ー貯蔵技術を活用したモデル事業を行う。

�石油に代替する次世代運輸エネルギーの活用
 〔５億円（１.３９）〕
　次世代低公害車の車両の試作と公道走行試験の
実施による技術基準の整備等を行うとともに、特に

平成１９年度建設関係予算の概要



46 月刊建設０７－０２

実用化の近いジメチルエーテル（DME）自動車等
の次世代低公害車の市場ニーズへの適応性等を実
証するモデル事業を創設する。

�海洋における未活用エネルギー等の利活用の推進
 〔１億円（２.４０）〕
　自然エネルギーの活用等海上空間利活用の基盤
となる外洋上の浮体技術、海底地層中に存する天然
ガスを固体状態で輸送する船舶の研究開発を行う。

　○ウ 循環型社会の構築
　
�海面処分場の確保・海岸漂着ゴミ対策の推進
 〔８０億円（１.０３）〕
　循環型社会の構築に資する海面処分場に対する
需要の高まり等に適切に対応すべく、廃棄物埋立護
岸等の整備への支援を拡充する。また、海岸保全施
設の機能を妨げる大規模な漂着ゴミを処理するた
め、海岸管理者への支援制度を拡充する。

� 経済成長戦略推進施策
　経済成長戦略推進施策については、物流の機能強
化、観光立国の推進、地域の活性化・都市再生等の
分野を重点的に推進する。
＜公共＞
　
�物流の機能強化 ５０８億円
・国際物流に対応した道路網、空港・港湾アクセ
ス道路の緊急的整備
・スーパー中枢港湾プロジェクトの推進
・羽田空港国際線地区の整備
　
�観光立国の推進 ３９２億円
・観光地へのアクセスを強化する道路等の緊急的
整備
・成田高速鉄道アクセス線の整備
　
�地域の活性化・都市再生 １９０億円
・中心市街地活性化を推進する都市機能のまちな
か立地等への支援
・地方都市再生のための民間による既存ビルのリ
ニューアル等への支援
・密集市街地の緊急整備
　
合　計 １,０９０億円
（注）本表は、沖縄振興開発事業費の国土交通省関係分を含む。

＜非公共＞
　
�物流の機能強化 １４億円
・走りやすさ等道路の状況に関する情報等を提供
するシステムの構築
・国際物流ボトルネックの解消に向けた総合的取
組みや次世代高規格コンテナターミナルの運営
効率化、小口貨物の積替円滑化への支援

・原油価格高騰の影響を受けにくい低公害車の普
及促進
　
�観光立国の推進 １０億円
・外国人観光客の訪日促進と魅力ある観光地・観
光産業の創出
（新たな訪日旅行需要の創出、観光ルネサンス、
ニューツーリズム旅行商品の創出・流通促進）
・まちの顔となる建造物等の保全活用の推進
　
�地域の活性化・都市再生 １１億円
・建設業の新分野進出や不動産業等の地方都市に
おける証券化への進出促進
・建築規制の合理化等を通じた密集市街地の自律
的な建替えの促進
・企業、NPO等による利用促進の取組みと連携し
た地方鉄道の活性化
　
�その他 ６億円
・建設業の海外市場展開や超高速船の輸出振興に
向けた取組みへの支援
・基盤地図情報の民間利用の促進
・官庁施設での新たなエネルギー貯蔵技術の活用
や次世代低公害車の開発・実用化によるCO2削
減対策等の推進
　
合　計 ４１億円

２．成果重視の施策展開
　政策評価等の結果を踏まえ、コストの縮減を図り
つつ、ハードとソフトの連携、PFI手法の活用、ス
トックの計画的な修繕等の実施等により、成果目標
の達成に向けて効率的な施策展開を図る。

� コスト構造改革の推進
　事業のスピードアップによる事業便益の早期発現、
調達における積算方式の見直し、適切な維持管理・
修繕の実施等を通じ、平成１９年度までに、平成１４年
度の標準的な公共事業コストと比較して、１５％の総
合コスト縮減率 （※）を達成することを目指す。
　また、平成２０年度以降のコスト縮減に関する取組
みについて検討を行う。
（※）総合コスト縮減率：従来の工事コストの縮減に加え、

規格の見直しによる工事コストの縮減、事業のスピー

ドアップによる事業便益の早期発現、将来の維持管理

費の縮減も評価し設定。

� ハードとソフトの連携
　国土交通省の幅広い行政分野や多様な政策手段を
活かし、ハード・ソフト施策を一体的に実施するこ
とにより、成果目標の効果的・効率的な達成を実現
する。
（連携事例）
�国際物流に対応した道路網の戦略的な整備
〈ハード〉国際標準コンテナ車が積み替えなく
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通行できる幹線道路ネットワークや
拠点的な空港・港湾とIC等を結ぶア
クセス道路の整備

〈ソフト〉走りやすさ等道路の状況に関する情
報や車両位置情報等を物流事業者に
提供するシステムの構築

　�都市水害対策の強化
〈ハード〉下水道の雨水貯留施設と河川の洪水

調節施設のネットワーク化
〈ソフト〉国民や市町村に対する浸水情報等の

一元的な提供
　�スーパー中枢港湾プロジェクトの推進
〈ハード〉次世代高規格コンテナターミナルの

整備、２４時間フルオープン支援施設
やゲート前状況監視施設の整備に対
する支援等

〈ソフト〉スーパー中枢港湾と地方港を結ぶ効
率的な内航フィーダーネットワーク
構築のための社会実験の推進

　�踏切対策のスピードアップ
〈ハード〉交通渋滞等の大きな原因となってい

る「開かずの踏切」等に対する歩道
拡幅や連続立体交差事業等の推進

〈ソフト〉特急列車等の速い列車と各駅停車等
の遅い列車に応じて踏切の警報時間
を制御する装置（賢い踏切）の導入
による遮断時間の短縮

� PFI手法の活用
　効率的・効果的に社会資本を整備・管理し、民間
の資金・能力を活用する観点から、中央合同庁舎第
７号館や那覇航空交通管制部管理棟の建替等PFI手
法による整備等を行うとともに、補助制度等を活用
した地方公共団体におけるPFI事業を支援する。

� 「成果重視事業」・「政策群」の活用
　明確な目標を設定した上で、予算執行の弾力化を
活用し、厳格な事後評価を行う「成果重視事業」や、府
省横断的に予算措置と規制改革等を連携させる「政
策群」の取組みを引き続き進める。

� 政策評価等の的確な実施
　所管行政全般にわたって設定した成果目標（２７の
政策目標・１１３の業績指標）に基づき、政策評価等を
的確に実施するとともに、事前から事後までの一貫
した事業評価を実施している。

� ストックの計画的な修繕等の実施
　これまで蓄積されてきた社会資本ストックについ
て、施設の特性、老朽化の程度等に応じて適切な時
期に適切な修繕を講じるなど計画的な修繕等を行う
ことにより、ストックを長寿命化し、ライフサイク
ルコストの最小化を図る。

（取組事例）
・既存の道路ストックの健全度を把握し、予防保
全及び橋梁の長寿命化等による効率的な道路管
理を行うとともに、自治体が管理する橋梁の長
寿命化を図るための計画策定に対して支援。
・排水機場・水門等の機械設備の修繕において、
従来の経過年数による全部更新から、設備の劣
化度診断による総合評価に基づいて、部品毎の
必要最小限の修繕に転換することにより、コス
トを縮減。

・建設後５０年以上の橋梁数：２０年後には現在の
約７倍（約６６,３００橋）
・設置後５０年以上経過の河川管理施設数：２０年
後には現在の約４倍（約３,５００施設）

３．特別会計等の見直し
�所管特別会計について、公共事業関係５特別会
計を平成２０年度に統合し社会資本整備事業特別
会計とするとともに、自動車関係２特別会計を
平成２０年度に統合し自動車安全特別会計とする
等の見直しを行う。
�道路特定財源については、「道路特定財源の見直
しに関する具体策」に基づく見直しを進める。

� 特別会計の見直し
　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革
の推進に関する法律」に基づき、「特別会計に関する
法律案」（平成１９年１月２５日閣議決定）において、平
成１８年度末に全ての特会法を廃止するとともに、平
成１９年度以降について、各特会に共通する会計手続
きに係る統一的な準則と個別の特会の設置に必要な
事項を定めている。
　国土交通省所管の特別会計では、以下の見直しを
行う。
①公共事業関係特別会計について
　○ア 統廃合について
・道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特
別会計、空港整備特別会計及び都市開発資金融
通特別会計を、平成２０年度に統合し、名称は
「社会資本整備事業特別会計」。

　○イ 勘定の設置
・勘定区分については、現行７勘定から道路整備、
治水、港湾、空港整備、業務の５勘定とする
（都市開発資金の貸付けは、業務勘定において
経理）。

　○ウ その他
　・道路整備勘定、治水勘定における借入金に関
する規定を廃止。

②自動車関係特別会計について
　○ア 統廃合について
・自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検
査登録特別会計を、平成２０年度に統合し、名称
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は「自動車安全特別会計」。
　○イ 勘定の設置
・勘定区分については、現行４勘定から、保障、
自動車検査登録、自動車事故対策（附則）の３
勘定とする。

　○ウ その他
・自動車損害賠償保障事業の借入金規定を廃止す
る一方、自動車検査登録事業の借入金規定を追
加。

　　　【関連特別会計（財務省・国土交通省共管）について】

　　　�特定国有財産整備特別会計

　　　　①統廃合について

・特定国有財産整備特別会計を平成２２年度に一般

会計に統合。

　　　　②その他

・特会の経理対象となる事務及び事業を必要な範

囲に限定。

�平成１９年度予算においては、所管の特別会計につ
いて、引き続き事業の重点化・効率化等を進める

とともに、平成２０年度の統合に向けて、複数事業
間の連携の強化、業務の一元化・効率化等につい
て検討を進める。

� 道路特定財源の見直し
�平成１９年度予算については、「道路特定財源の見直
しに関する具体策」を踏まえ、現行制度の枠内で、
納税者の理解を得つつ、既存高速道路網の効率的
活用・機能強化に向けた料金社会実験等へ使途を
拡大した上で、
①一般財源の額を１,８０６億円（平成１８年度４７２億円）
に拡大するとともに、
②平成１８年度補正予算において、安全・安心の観点
から道路の分野でも１,４８０億円の緊急防災対策
を前倒しで行うことに鑑み、当該額についても、
道路及び関連施策には充当しないこととする。

�また、「道路特定財源の見直しに関する具体策」に
基づく見直しを進める。

平成１９年度国土交通省関係予算事業費・国費総括表

備　　考
国　　　　　費事　　業　　費

事　　　項 倍率
（Ｃ/Ｄ）

前年度
（Ｄ）

平成１９年度
（Ｃ）

倍率
（A/B）

前年度
（Ｂ）

平成１９年度
（A）

１．本表は、沖縄振興開発事業費の国
土交通省関係分を含む。

２．治山治水には、道路関係社会資本
として、平成１９年度（国費）２８,２６５
百万円を含む。

３．平成１９年度には、経済成長戦略推
進施策として１１３,１２５百万円（国費）
を含む。（公共事業関係１０９,０００百万
円、行政経費４,１２５百万円）

４．調整費等の内訳（平成１９年度国費）
は、

　�地域自立・活性化事業推進費
　　１５,０００百万円
　�災害対策等緊急事業推進費
　　２５,０００百万円
　�景観形成事業推進費
　　２０,０００百万円
　�都市再生プロジェクト事業推進費
　　７,０００百万円
　�社会資本整備事業調整費
　　２,０００百万円
　�道州制北海道モデル事業推進費等
　　１２,７８０百万円
　である。
５．本表のほか、平成１９年度（国費）
には、NTT-A型２０,２８６百万円及び
揮発油税直入分等がある。

６．住宅金融支援機構を除いた場合の
公共事業関係計は、平成１９年度（国
費）５,１０１,７８３百万円対前年度０.９７倍、
平 成１９年 度（事 業 費）１２,３６０,４５８百
万円対前年度０.９９倍である。

０.９６

０.９６

０.９７

０.９６

０.９６

０.９７

０.９７

０.９７

０.９５

１.００

１.００

０.９９

０.９６

－

１.０２

１.０６

０.９９

０.９８

０.９５

０.９５

０.９５

０.９７

１.０９

０.９７

１.００

０.９７

０.９８

１.４４

１.０７

０.９５

０.９７

９１３,０７８

８２９,３０５

５１,４０１

３２,３７２

１,５８５,０８８

５２８,１６６

２４２,０８４

１６７,０１１

４３,１７９

７０,６００

５,２９２

１,６５３,０９４

７１７,５４５

０

９３５,５４９

３１４,４１２

５３６,８０６

８４,３３１

８０６,１７６

６８９,５８９

１１６,５８７

５,４８５,６０２

７４,７８０

５,５６０,３８２

５３,４４９

５,６１３,８３１

２３,６６７

１８,５０３

９,７８７

５８８,７０６

６,２５４,４９４

８７７,３５３

７９６,４４５

４９,８２６

３１,０８２

１,５１９,２５２

５１３,６３２

２３４,１１０

１６２,８３５

４０,８１１

７０,６００

５,２７６

１,６３５,３０６

６８５,２５６

０

９５０,０５０

３３３,７０７

５３３,８６３

８２,４８０

７６２,０１１

６５１,６６２

１１０,３４９

５,３０７,５５４

８１,７８０

５,３８９,３３４

５３,４４９

５,４４２,７８３

２３,２４６

２６,６８３

１０,５０５

５５９,３４２

６,０６２,５５９

０.９７

０.９７

０.９７

０.９７

０.９７

１.００

０.９６

０.９８

０.９３

１.１６

１.００

０.９４

０.８８

１.１６

１.０２

１.０５

１.０１

０.９７

０.９６

０.９７

０.９４

０.９６

１.１４

０.９６

１.０２

０.９６

１.１１

１.４４

１.０２

－

－

１,４５８,９２４

１,３１０,８６８

８２,３３７

６５,７１９

４,３６４,８１５

１,１２０,７３５

４０１,４９４

３１５,７９７

１７１,６０５

２２６,５４７

５,２９２

６,８２６,２２２

３,９０６,９２７

１８２,４００

２,７３６,８９５

１,０５９,７００

１,５１３,６３１

１６３,５６４

１,５１７,４８８

１,２８９,０２８

２２８,４６０

１５,２８８,１８４

１１９,７６６

１５,４０７,９５０

６４,０４０

１５,４７１,９９０

２３,６６７

１８,５０３

１３,９５９

－

－

１,４１２,０３８

１,２６８,８６６

７９,４６４

６３,７０８

４,２４７,５８７

１,１２４,３０９

３８６,３６８

３０９,１８２

１５９,７８３

２６３,７００

５,２７６

６,４３２,６９８

３,４２２,１３０

２１１,２６３

２,７９９,３０５

１,１１４,９５６

１,５２５,２８１

１５９,０６８

１,４６１,４３２

１,２４５,８０１

２１５,６３１

１４,６７８,０６４

１３７,０７３

１４,８１５,１３７

６５,３２１

１４,８８０,４５８

２６,２１４

２６,６８３

１４,１８６

－

－

治　　　山　　　治　　　水

　治　 　 　 水

　海　 　 　 岸

　急 傾 斜 地 等

道　　　路　　　整　　　備

港　湾　空　港　鉄　道　等

　港　　　　　 湾

　空　　　　　 港

　都市・幹線鉄道

　新　　 幹　　 線

　航　 路　 標　 識

住　宅　都　市　環　境　整　備

　住　 宅　 対　 策

　宅　 地　 対　 策

　都 市 環 境 整 備

　　　  市　街　地　整　備

　　　  道　路　環　境　整　備

　　　  都市水環境整備

下水道水道廃棄物処理等

　下　 水　 道

　都 市 公 園

小　　　　　計

調　　　整　　　費　　　等

一般公共事業計

災　　害　　復　　旧　　等

公共事業関係計

官　　　庁　　　営　　　繕

船舶建造（海上保安庁）

そ　　の　　他　　施　　設

行　　　政　　　経　　　費

合　　　　　計

０.９６７,２０１,４９４６,９４７,２７９－－－国 全 体 公 共 事 業 関 係 計

（単位：百万円）
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１．水産基盤整備事業

　平成１９年度予算については、平成１９年度からの新

しい水産基本計画の下、新たな漁港漁場整備長期計

画がスタートすることから、水産基本計画における

課題を支援しつつ、長期計画の成果目標の達成を図

るため、また、「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）等を踏ま

え、「成果重視の施策展開」、「「安全・安心の確保と

柔軟で多様な社会の実現に向けた重点５分野」への

重点化」、「国庫補助負担金改革」、「コスト縮減」等

に取り組みながら、水産基盤整備事業の重点化・効

率化を推進するものとしており、予算額として

１４４,１４８百万円（対前年比０.９４２）（※経済成長戦略推

進枠を含む）を確保している。

重点事項

　新しい水産基本計画の下、新たな漁港漁場整備長

期計画の着実な達成を図るため、以下の事項に重点

化しつつ、ソフト施策との連携により、効率的な水

産基盤整備事業を強力に推進することとしている。

　１．わが国周辺水域における水産資源の生産力の向上

　２．国際競争力強化と力強い生産づくりの推進

３．水産物の安定的な提供を支える安全で安心な

漁村の形成

＊　 水産庁 漁港漁場整備部 計画課 広域整備係長　伊藤　孝（水産基盤整備）　　＊ ＊ ＊　 水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課 実施計画係長　藤沢直哉（漁港海岸）
＊ ＊　〃　 　　　〃　　　 防災漁村課 企画係長　尾�精一（　　  〃 　　）　　＊ ＊ ＊ ＊　〃　 　　　〃　　　 　　〃　　 災害調整係長　米原寛之（漁港災害復旧）

平成１９年度　水産庁（水産基盤整備・漁港海岸・漁港災害復旧）関係予算の概要

○新規施策（水産基盤整備事業）

を向上させ、水産物の安定供給の確保を図る。

�磯焼け対策緊急整備事業（公共）

　磯焼等により著しく劣化している漁場におい

て、実効性の高い藻場・干潟造成事業等を図る

ため、食害生物対策、海藻類等の移植・播種、

モニタリング等を併せて行う藻場・干潟造成等

を実施し、海域環境の変動に順応した事業展開

を推進。

�漁場保全の森づくり事業（公共）

　森林は、土砂流出防止や河川水を通じて豊富

な栄養塩類等を漁場へ供給していることなどか

ら、林野庁と連携して漁場環境の保全に資する

森づくりを積極的に推進。

２．国際競争力強化と力強い産地づくりの推進

�流通構造改革拠点漁港整備事業（公共）

　産地の競争力を強化し、安全で良質な水産物

が安定的・効率的に供給されるように拠点的な

漁港の整備を推進し生産流通の機能の高度化を

実現。

３．水産物の安定的な提供を支える安全で安心な

漁村の形成

�漁業集落環境整備事業（公共）

　安全で安心な漁村の形成を図るため、緊急に

地震防災対策の強化を図る必要がある漁業集落

を対象集落として追加することにより、防災関

連施設の整備を促進する。

�漁村再生交付金（公共）

　事業実施主体に都道府県を追加するとともに、

市町村が事業実施主体の場合に交付金の交付方

法（直接交付と間接交付）が選択できる仕組み

の導入により、地方の裁量性を拡充し、より効

率的な整備を推進。

１．わが国周辺水域における水産資源の生産力の向上

�フロンティア漁場整備事業（公共）

　排他的経済水域において、国が資源の回復を促

進するための施設整備を資源管理措置と併せて実

施することにより、当該海域の水産資源の生産力

平成１９年度建設関係予算の概要
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平成１９年度　水産関係公共概算決定の概要
（金額単位：百万円）

２．漁港海岸事業

　平成１９年度予算にあたっては、切迫する大規模な

地震・津波災害や、昨今頻発している深刻な高潮災

害に対する海岸整備が最重要となっている状況の下、

ゼロメートル地帯及び地震防災対策強化地域におけ

る津波対策や平成１６年の菜生海岸被災を踏まえた全

国緊急点検結果に基づく緊急対策等に重点的に予算

配分しつつ、「防護」「環境」「利用」の調和のとれた

海岸の保全を推進するために必要な額として、

１０,５３２百万円（対前年比０.９６６）を確保している。

３．漁港災害復旧事業等

　漁港関係災害復旧事業の平成１９年度予算は、平成

１７年、１８年及び１９年の３ヵ年の発生災害に対してそ

れぞれの所定の進度まで復旧するために必要な経費

の一部（国の負担金又は補助金）として、災害復旧

事業１,１１０百万円が決定されている。また、災害関連

事業として３百万円（後進地域特例法適用団体補助

率差額２百万円を含む）が決定されている。

対前年比
Ｈ１９’
概算決定

Ｈ１８’
当初予算

事　　　項

０.９４２１４４,１４８１５３,１０４　水産基盤整備

０.８６５１０８,１６７１２５,０８３水産物供給基盤整備

１.０９６１８,１０２１６,５１６　直轄特定漁港漁場整備事業

０.８１３３８,２０４４７,０１２　地域水産物供給基盤整備事業

０.８６９５１,８６１５９,６５５　広域水産物供給基盤整備事業

０.８８７４２,１１９４７,４８２　　広域漁港整備事業

０.８００９,７４２１２,１７３　　広域漁場整備事業

皆減－１,９００
　漁港漁場機能高度化統合事業
　（廃止）

３.７１９１３,３６３３,５９３水産資源環境整備

３.９２１１３,２５３３,３８０　漁場環境保全創造事業

０.９６２３,２５３３,３８０　　漁場環境保全創造事業

皆増１０,０００－
　　漁場保全の森づくり事業
　　（新規）

０.５１６１１０２１３　漁港水域環境保全対策事業

０.９７０１５,８９４１６,３８７漁村総合整備

０.８２８１,１１５１,３４７　漁港環境整備統合事業

０.９８３１４,７７９１５,０４０　漁村づくり総合整備事業

１.４０２６,２７４４,４７６　　漁業集落環境整備事業

皆減－９１４
　　漁村づくり総合整備統合補助
　　事業（廃止）

０.８８１８,５０５９,６５０　　漁村再生交付金

０.９６７７９６８２３水産基盤整備調査（直轄・補助）

０.８３８５,１４３６,１３９水産基盤整備補助率差額等

０.７２８７８６１,０７９
漁港関連道整備
（関連道補助率差額含）

０.９６６１０,５３２１０,９０６漁港海岸

０.９４３１５４,６８０１６４,０１０水産基盤・漁港海岸計

１.０００１,１１３１,１１３災害復旧

０.９４３１５５,７９３１６５,１２３水産関係公共事業計

※水産基盤整備の概算決定額には、経済成長戦略推進枠の２,８６４百万円を
含む。また、上記予算の他、関連予算として、地域再生基盤強化交付
金措置額を内閣府に計上。なお、計数は四捨五入によっているので、
端数において合計とは一致しない場合がある。

�海岸耐震対策緊急事業（創設）

　堤防・護岸の耐震対策を海岸管理者が地域の実状

に応じて緊急的に実施することにより、地震発生後

の堤防・護岸の防護機能低下による浸水被害から人

命や資産の防護を図る。

○新規施策（海岸省庁共同要望事項）

�災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業（拡充）

　漂着したゴミが異常に堆積し、これを放置するこ

とにより海岸保全施設の機能を阻害することとなる

場合に、本事業で処理できる対象を「流木等」に限

らず「漂着ゴミ」も含め、また、補助対象となる処

理量についても現行の「漂着量の７０％」から「漂着

量全量（１００％）」とする。

○拡充施策（海岸省庁共同要望事項）

平成１９年度建設関係予算の概要


